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2026年1月15日 デジタル庁国民向けサービスグループ
GビズID班

こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるＧビズＩＤの事前取得について（依頼） 府省・地方公共団体向け

参考３



• 本資料は、府省・地方公共団体向けの補足資料です。

• GビズIDの概要や基本的な機能については、別途送付の

概要資料をご確認ください。

本資料の位置づけ
府省・地方公共団体向け
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府省や地方公共団体におけるGビズIDの利用について

◼ GビズIDは、民間企業等の事業者がオンラインで行政手続を行う際の共通的なログインサービスです。

◼ 2025年12月時点で、国や地方公共団体の約250のウェブサイトにログインできます。

◼ 府省や地方公共団体においても、例えば年金や社会保険手続など、国への電子申請を行う際にご利用いただいています。
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府省・地方公共団体

• e-Gov

• ドローン情報基盤システム2.0

• 介護サービス情報公表システム

• Jグランツ

行政サービスの例
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「プライム」アカウントの発行対象
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◼ 「プライム」は法人代表者（代表取締役や理事長など）向けのアカウントです。

◼ ただし、府省や地方公共団体の場合は、「プライム」は課長職相当以上の職員であれば取得できます（市長や知事などの

首長である必要はありません）。

課長職相当以上

プライム

○○課長
□□部長等

※ＧビズＩＤの仕様上、府省や地方公共団体の場合は、組織内で複数の「プライム」を取得することも可能です。

（例えば、〇〇市において、人事課と観光課がそれぞれ「プライム」を取得するなど。）

※ただし、こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となる「プライム」の取得者は、組織（府省又は地方公共団体）で一人としてください。
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「プライム」アカウントの申請方法

5

◼ 「プライム」の発行申請は、書類郵送のみにより可能です。

◼ 2026年４月以降は、オンライン申請も可能となる予定です。

発行

申請
課長職相当以上

プライム

○○課長
□□部長等
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「プライム」アカウントの申請に必要な書類
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◼ 府省・地方公共団体からのアカウント発行申請には①申請書や②在籍証明書などが必要です。

◼ さらに、必要に応じて、申請者などに対して架電による本人確認も実施させていただきます。

ＧビズＩＤのウェブ
サイトのフォームに申
請者情報を入力・
作成の上、PDFをダ
ウンロード・印刷して
ください。

申請書

ＧビズＩＤのウェブサ
イトから様式をダウン
ロード・印刷し、必要
情報を記入してくださ

い。

在籍証明書

府省・地方公共団体向け

同封する書類

＆

＆

資格確認書

マイナンバーカード
（おもて面）のコピー

医療保険の資格情報
（印刷）

＆

資格情報のお知らせ
（コピー）

or

いずれか（③－１も③－２もない場合は架電による本人確認を実施します）。

① ②

③－１

③－２



（参考）申請書のイメージ
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ＧビズＩＤウェブサイトから作成し、印刷してください。
https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html

https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html
https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html
https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html


（参考）在籍証明書のイメージ
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https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Certificate_of_enrollment.pdf

府省・地方公共団体向け

様式を以下からダウンロードの上、記入してください。

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Certificate_of_enrollment.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Certificate_of_enrollment.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Certificate_of_enrollment.pdf
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https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_gov.pdf

申請方法の詳細については、

ＧビズＩＤウェブサイトのマニュアルからご確認ください。
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https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_gov.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_gov.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_gov.pdf


（参考）オンライン申請の方法（予定）
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◼ 2026年４月以降は、アカウント発行をオンラインで申請できるようになります（インターネット環境のみ対応）。

◼ オンライン申請の際は、マイナンバーカードが必要となります。

• PCまたはスマートフォン
• スマートフォンのGビズIDアプリ

マイナンバーカード

iOS Android

GビズIDアプリのインストールはこちら

申請に必要なもの 申請の流れ

申請者

ＧビズＩＤ
システム

ＧビズＩＤのウェブサイトへアクセス

フォームに申請者情報を入力

スマートフォンのGビズIDアプリで
マイナンバーカードを読み取る※

審査を行い、アカウントを発行

オンライン申請では、
書面申請に必要な在籍証明書や医療保険の資格情報のコピー等は不要です。

※２種類のパスワードの入力が必要です。
・券面事項等入力補助用暗証番号（４桁の数字）
・署名用電子証明書暗証番号（６～16桁の英数字）



（参考）法人内でのアカウント取得有無について（申請前に確認する方法）
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◼ 府省・地方公共団体において、既に他部署でプライムが取得されている場合があります。その場合は、アカウントの発行申

請画面にて所属する組織の法人番号を入力した際に、注意書きが表示されるようになっています。



（参考）法人内でのアカウント取得有無について（プライム取得後に確認する方法）（１／２）
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https://gbiz-id.go.jp/top/

②左下のメニューから「旧アカウントから引継ぎ」を選択｜GビズIDのマイページへログインする

①右上のログインボタンからマイページへ

※項目名は、今後「アカウント検索・引継ぎ」へ変更される予定です。

◼ マイページ上のアカウント検索・引継ぎ機能を利用することで、同一法人内の別のプライムの利用者を確認することができます。

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/


（参考）法人内でのアカウント取得有無について（プライム取得後に確認する方法）（２／２）
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④表示される画面でプライムの情報を確認する

③アカウントIDが表示される。選択の上確定

｜GビズIDのマイページへログインする

◼ マイページ上のアカウント検索・引継ぎ機能を利用することで、同一法人内の別のプライムの利用者を確認することができます。
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GビズIDに関するお問合せ

ＧビズＩＤに関する最新情報については、共創プラットフォーム（Slack）でもご案内しています。

地方公共団体と政府機関の職員であれば誰でも参加ができるコミュニケーションプラットフォームです。是非ご参加ください。

共創PF登録の詳細は
こちらから！

https://www.digital.go.jp/
get-involved/co-creation-

platform

GビズIDウェブサイト（ご意見・お問合せ）

URL：https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html

メールでのお問合せ 電話でのお問合せ
【受付時間】9:00～17:00（土・日・祝日、年末年始を除く）

※お間違えのないよう十分にご確認ください。

※音声ガイダンスに沿って、お問合せの内容をお選びください。

※電話がつながりにくい場合は、メールにてお問合せください。

共創プラットフォーム

0570-023-797

https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
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